
令和4年9月12日

介護保険「保険者シート」の効果的な活用に向けて
ー介護保険基本ロジックモデルと介護保険「保険者シート」ー

医療経済研究機構 政策推進部副部長
研究部主席研究員

服部 真治
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本日の構成

１．介護保険事業計画と地域包括ケアシステム

２．介護保険におけるPDCAサイクル導入とインセンティブ交付金

３．介護保険基本ロジックモデル

４．介護保険「保険者シート」と介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査、在宅介護実態調査の活用
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１．介護保険事業計画と地域包括ケアシステム
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介護保険制度における市町村及び都道府県の役割

介護保険法（平成９年法律第123号）
（国及び地方公共団体の責務）
第五条 （略）
２ 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
３ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状
態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に
関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

介護保険制度では、市町村を保険者としつつ、国、都道府県等が、役割に応じて市町村を重層的に支える仕組
みとなっている。

市町村の役割

○介護保険制度創設時に、介護サービスの地域性や市町村の老人福祉や老人保健事業の実績、地方分権等
の流れを踏まえ、国民に最も身近な行政単位として、介護保険の保険者とされた。
○ ３年を一期として介護保険事業計画を策定し、サービスの見込み量の推計等を行うとともに、保険料を設定。

都道府県の役割

○介護保険法第５条において、「介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切
な援助をしなければならない」とされており、介護保険事業の保険給付の円滑な実施の支援のための介護保険
事業支援計画を策定
○ その他、財政安定化基金の設置、報告徴収の実施、事業者の指定、費用負担等、給付と負担の両面におい
て役割を担っている。

厚生労働省資料
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護・訪問看護・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。

出典：厚生労働省作成資料
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７ 災害や感染症対策に係る体制整備
○近年の災害発生状況や、新型コロナウィルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備えの重要性について記載

基本指針について
第８期計画において記載を充実する事項（案）

■第8期の基本指針においては、介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえて、以下について記載を充実して
はどうか。

１ 2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備
○2025・2040年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえて計画を策定
※基盤整備を検討する際、介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備、地域医療構想との整合性（病床の機能分化及び連携に伴い生じるサービス必要

量に関する整合性の確保）を踏まえる必要がある旨は第７期から記載。
※指定介護療養型医療施設の設置期限（2023年度末）までに確実な転換等を行うための具体的な方策について記載。

※第８期の保険料を見込むに当たっては直近（2020年４月サービス分以降）のデータを用いる必要がある。

２ 地域共生社会の実現
○地域共生社会の実現に向けた考え方や取組について記載

３ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）
○一般介護予防事業の推進に関して「PDCAサイクル沿った推進」、「専門職の関与」、「他の事業との連携」について記載

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について記載
○自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取り組みの例示として就労的活動等について記載
○総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定

〇保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進について記載。（一般会計による介護予防等に資する独自事業等について記載。 ）

〇在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記載
〇要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に計画に記載

○ PDCAサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備について記載

４ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化
〇住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載

〇整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案して計画を策定

５ 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進
○認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、５つの柱に基づき 記載。（

普及啓発の取組やチームオレンジの設置及び「通いの場」の拡充等について記載。）

○教育等他の分野との連携に関する事項について記載

６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性について記載
〇介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による業務改善など、介護現場革新の具体的な方策を記載

○総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてボランティアポイント制度等について記載

○要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載
〇文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載

資料２－１
（抜粋・一部
改変）

社会保障審議会
介護保険部会（第91回）

令和２年７月27日
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介護保険事業として実施すること
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• 事業者 自由参入（指定）

• 基準 国が決める

• 単価 国が決める

• 量 限度額内で利用者が決定

• 財政 決算主義

給付と地域支援事業の違い

【給付】

• 事業者 直営、委託、補助

• 基準 市町村が決める

• 単価 市町村が決める

• 量 市町村が決める

• 財政 予算主義

【地域支援事業】
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9

実際は、、、、

それぞれの地域の実情

それぞれの地域の実情

介護保険制度介護保険制度

標準的な制度を地域の実情に合わせてチューニング（調律・調整）

国が提示する介護保険を中心としたサービスは、平均

化された標準的な地域を前提に制度設計されている。

実際の地域のニーズは地域の実情によって異なっている

上に、地域の資源状況も異なるため、そのままの状態

ではなく、少し「調整する（独自施策）」ことで、うまく

地域の実情に合わせることができる。

制度設計上のイメージ

標準的な地域のニーズ

介護保険制度

なぜ、いま、独自施策なのか？
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市町村特別給付・保健福祉事業・任意事業・一般財源の概要

市町村特別給付 保健福祉事業 地域支援事業の任意事業 一般財源事業

制度
概要

市町村が条例に基づき、介護保
険法で定められた介護給付・予防
給付以外に、独自の給付を実施
するもの。「横出し給付」と言われ
ている。

介護者支援、介護予防、保険給
付、サービス利用に係る資金の貸
付など、市町村が被保険者及び
介護者に対し必要と判断する事
業を実施するもの。

介護保険事業の運営の安定化、
被保険者及び介護者等に対する
地域の実情に応じた必要な支援を
目的として、市町村が地域支援事
業の中で実施するもの。

高齢者の保健・福祉・介護を目的
として、市町村が単独の予算を用
いて事業を行うもの。

財源
第１号被保険者の保険料 第１号被保険者の保険料

国38.5％、都道府県19.25％、
市町村19.25％、第１号被保険
者の保険料23％

一般財源

対象者 要支援・要介護認定者 被保険者、家族等の介護者 被保険者、家族等の介護者 高齢者など市町村が定める

実施例 ・寝具乾燥サービス
・移送サービス
・配食サービス
・おむつの支給 ／等

・地域支援事業以外の介護予防
事業
・介護者支援事業
・直営介護事業
・高額介護サービス費の貸付事業
／等

①介護給付費適正化事業
②家族介護支援事業
③その他（成年後見制度利用支
援事業、福祉用具・住宅改修支
援事業 ／等）

・介護支援ボランティア・ポイント
・配食サービス
・おむつの支給
・移送サービス
・寝具乾燥サービス
・訪問理美容サービス ／等

対象が、要支援・要介護認定
者と限定されている。また、財源
が１号保険料100％のため、
保険料への影響が大きい。さら
に、償還払いであるため、利用
者にとって手続きが煩雑。

財源は、特別給付と同じだが、
特別給付が「給付」であるのに
対し、保健福祉事業は「事業」
である。対象者が被保険者・介
護者と、特別給付と比べて幅広
い。

財源に公費が含まれているため、
保険料への影響は限定的だが、
上限額が設定されている。また、
平成27年2月の通知により、
「特別給付、保健福祉事業、
総合事業、一般施策で実施す
べきもの等」は対象外となった。

事業の目的や対象者などについ
て、国の定めがないため、市町
村の裁量で決定できる。一方、
一般財源での実施となるため、
市町村の財政力に影響を受け
やすい。

なぜ、いま、独自施策なのか？



２．介護保険におけるPDCAサイクル導入と
インセンティブ交付金
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介護保険制度改正の全体像

【改革の目指す方向】
○地域共生社会の実現と２０４０年への備え
・地域包括ケアシステム、介護保険制度を基盤とした地域共生社会づくり
・介護サービス需要の更なる増加・多様化、現役世代（担い手）減少への対応

【改革の３つの柱】 ※３つの柱は相互に重なり合い、関わり合う
１．介護予防・地域づくりの推進～健康寿命の延伸～／「共生」･「予防」を両輪とする認知症施策の総合的推進
・通いの場の拡充等による介護予防の推進
・地域支援事業等を活用した地域づくりの推進

・認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の総合的推進 等

２．地域包括ケアシステムの推進～地域特性等に応じた介護基盤整備・質の高いケアマネジメント～
・地域特性等に応じた介護サービス基盤整備
・質の高いケアマネジメントに向けた環境整備
・医療介護連携の推進 等

３．介護現場の革新～人材確保・生産性の向上～

・新規人材の確保、離職防止等の総合的人材確保対策
・高齢者の地域や介護現場での活躍促進
・介護現場の業務改善、文書量削減、ロボット・ICTの活用の推進 等

【３つの柱を下支えする改革】

○保険者機能の強化
・保険者機能強化推進交付金の抜本的な強化 ・PDCAプロセスの更なる推進

○データ利活用のためのICT基盤整備
・介護関連データ（介護DB、VISIT、CHASE）の利活用に向けたシステム面・制度面での環境整備

○制度の持続可能性の確保のための見直し
・介護保険料の伸びの抑制に向けて、給付と負担について不断の見直し

厚生労働省資料
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○平成29年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、

ＰＤＣＡサイクルによる取組を制度化

○この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、市町村や都道府県

の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための保険者機能強化推進交付金を創設

○令和２年度においては、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、保険者機能強化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金（社会保障

の充実分）を創設し、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価することにより配分基準のメリハリ付けを強化

趣 旨

＜参考＞平成２９年介護保険法改正による保険者機能の強化

データに基
づく地域課
題の分析 取組内容・

目標の計画へ
の記載

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

· リハビリ職等と連携して効果的な介護予防を実施
· 保険者が、多職種が参加する地域ケア会議を活用しケア
マネジメントを支援 等

適切な指標による
実績評価

· 要介護状態の維持
・改善度合い

· 地域ケア会議の開
催状況
等

インセンティブ

· 結果の公表
· 財政的インセ
ンティブ付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

国による
分析支援

令和４年度概算要求額（令和３年度予算額）：400億円(400億円）
400億円の内訳
・保険者機能強化推進交付金 ：200億円（一部推進枠）
・介護保険保険者努力支援交付金：200億円（社会保障の充実分）

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金【一部推進枠
】

厚生労働省資料

概 要

各市町村が行う自立支援・重度化防止の取組及び都道府県が行う市町村に対する取組の支援に対し、それぞれ評価指標の達成状況（評価指標の総合得点）に応じて、

交付金を交付する。

【主な指標】 ① ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化 ④ 介護予防の推進

② ケアマネジメントの質の向上 ⑤ 介護給付適正化事業の推進
③ 多職種連携による地域ケア会議の活性化 ⑥ 要介護状態の維持・改善の度合い

＜都道府県分＞
１ 配分 介護保険保険者努力支援交付金200億円のうち10億円程度

保険者機能強化推進交付金200億円のうち10億円程度

２ 交付対象 都道府県
３ 活用方法 高齢者の自立支援・重度化防止等に向けて市町村を支援する各種

事業 （市町村に対する研修事業や、リハビリ専門職等の派遣事業
等）の事業費に充当。

＜市町村分＞
１ 配分 介護保険保険者努力支援交付金200億円のうち190億円程度

保険者機能強化推進交付金200億円のうち190億円程度
２ 交付対象 市町村（特別区、広域連合及び一部事務組合を含む。）
３ 活用方法 国、都道府県、市町村及び第２号保険料の法定負担割合に加えて、

介護保険特別会計に充当
なお、交付金は、高齢者の市町村の自立支援・重度化防止等に向け

た取組を支援し、一層推進することを趣旨としていることも踏まえ、各
保険者は、交付金を活用し、地域支援事業、市町村特別給付、保健
福祉事業を充実し、高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に

必要な取組を進めていくことが重要。
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地域支援事業
保健福祉事業
市町村特別給付

一般会計事業
※1

保険者機能強化推進交付金

介護保険保険者
努力支援交付金※2

市町村保険者機能強化推進交付金等による財政支援

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業

１号保険料

23%

２号保険料

27%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

国

25%

１号保険料

23%

市町村

19.25%

国

38.5%

都道府県

19.25%

100%

１号保険料

100%

市町村

（令和２年度より）
※1 保険者機能強化推進交付金について、一般会計事業に係る高齢者の予防・健康づくりに資する取組（新規・拡充部分）に充当可能。
※2 介護保険保険者努力支援交付金について、介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業（包括的継続的ケアマネジメント支援、

在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業に限る。）に充当可能。

新規・拡充部分

厚生労働省資料
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行政機関の「計画」に対する考え方

行政機関では「計画通りに実施する」という意味での計画性を重視するあ
まり、柔軟に計画を変更すべきというマネジメント・サイクルとは矛盾して
しまう。

行政機関が予定どおりに予算や
事業を執行するための計画

ＰＤＣＡマネジメント・サイクル
における計画「Ｐ」

性格 計画は当初決めたとおり実行するもの 計画は柔軟に改善、修正、変更するもの

内容 （予算に基づく）事業の一覧・体系 とるべき作戦活動の体系

策定目的 予算執行の根拠として参照し、 確実に
事務・事業を執行するため

成果(アウトカム）をどのようにして実現す
るのかを記述し、共有するため

出典：北大路信郷「市民協働型プログラム評価におけるロジッ
ク・モデルの活用」習志野市講演資料2015年5月を一部改変

16



３．介護保険基本ロジックモデル
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PDCAサイクルは「C＝評価」がカギ

18

Plan

Do

Check

Action

＜実行＞
計画した取組みを実施
する。

＜評価＞
取組みによって目指す姿や目標が達成されたか、取組み
の価値を判断する。

＜改善＞
評価の結果に基づき、
取組みを改善する。

＜計画＞
目指す姿とそれを実現するための
目標、必要な取組みの明確化し共
有する。

取組みによる成果（アウトカ
ム）の達成が評価されない
と改善につながらない
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施策や事業を実施したことにより生じた結果(アウトプット）が、成
果（アウトカム）に対してどれだけの影響（インパクト）をもたら
したかという関係性を念頭に置きつつ、施策や事業の評価を１年ご
とに行い、見直しを含めた改善を行うこと。

どのように評価するか？

 医療計画作成指針

平成29年3月31日医政発0331第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制構築に係る指針」

がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、精神疾患、救急、
災害、へき地、周産期、小児、在宅などに関して

19



アウトプットとアウトカム

アウトカム
Outcome

A：打者がホームランを打った
B：打者が三振した

施策や活動の主体に起き
ること（結果）

活動が働きかけた対象の
側に起きる変化（成果）

アウトプット
Output

投手が（打者の打
ち取ろうと）球を投

げる

出典：国際医療福祉大学教授埴岡健一氏講演資料をもとに作成
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ロジックモデル

 都道府県循環器病対策推進計画策定指針

令和2年10月29日健が発1029第1号 厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知

「都道府県循環器病対策推進計画の策定にかかる指針について」

＜課題解決に向けた施策の立案及び目標の設定＞

抽出された課題を解決するために、具体的な方法を論理的に検討し、できる

限り実効性のある施策を盛り込むとともに、各々の施策と解決すべき課題と

の連関を示すことが重要である。その際には、ロジックモデルなどのツール

の活用も検討する。
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投手力が高まっ
ている

打力が高まって
いる

守備力が高まっ
ている

先発投手の強化

抑え投手の強化

4番打者の強化

機動力の強化

各選手守備力強化

最終アウトカム中間アウトカム施策アウトプット

実行

チーム防御率
6位→2位

チーム打率
6位→2位

併殺率、エラー率
6位→2位

実行

実行

実行

実行

連携プレーの強化
実行

野球の場合（立案時）

リーグ優勝する

リーグ順位

6位→1位

出典：国際医療福祉大学教授埴岡健一氏講演資料をもとに作成
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ロジックモデル：投入・活動・結果・成果の論理構造図

23

投入

(イン
プット)

活動

(アクティ
ビティ)

結果

(アウト
プット)

成果
（初期
アウト
カム）

こうしたら こうなった

効果
（インパクト）

成果
（中間ア
ウトカ
ム）

成果
（最終ア
ウトカ
ム）

図：W.K.Kellogg Foundation. Logic Model Development Guide, 2003、 Rossi, et al. プログラム評価の理論と方法、をもとに作成

働きかける主体に起こること≒手段 働きかけた相手に起こること≒目的



介護保険の目的

介護保険法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する
疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及
び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に
基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な
事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る
ことを目的とする。

24

出典：介護保険法

介護保険で最終的に目指す姿＝尊厳（＝本人の主観的な部分も含む）と自立した日常生活



目的を達成するために介護保険はどうあるべきか

介護保険法
(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状
態等」という。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われ
るとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応
じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われ
なければならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合に
おいても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるように配慮されなければならない。
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出典：介護保険法

①介護予防と重度化防止

③居宅における日常生活

②適切なサービス



介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・

医療を要する者が）
尊厳を保持し、その

有する能力に応じ
自立した日常生活
を営むことができる
１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介
護状態等の軽減もしく

は悪化の防止ができ
る２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用

※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実
施を確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護
給付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指
定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体
制整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事
業 C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人
材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行
われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介
護予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サー

ビス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事
業 A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通
所リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・

医療を要する者が）
尊厳を保持し、その

有する能力に応じ
自立した日常生活
を営むことができる
１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介
護状態等の軽減もしく

は悪化の防止ができ
る２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用

※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実
施を確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護
給付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指
定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体
制整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事
業 C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人
材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行
われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介
護予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サー

ビス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事
業 A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通
所リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

介護給付と
地域支援事
業など

介護給付と
地域支援事
業（など）の
決算額

地域のサービス提供体
制・支援体制の目標：１
６分野がそれぞれのア
ウトカムに関連

最終目標を
達成するた
めに、介護
保険での目
標：３分野

最終目標：１つ

※介護保険だ
けではなく、医
療や保健など
様々な分野で
達成される
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・

医療を要する者が）
尊厳を保持し、その

有する能力に応じ
自立した日常生活
を営むことができる
１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介
護状態等の軽減もしく

は悪化の防止ができ
る２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用

※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実
施を確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護
給付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指
定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体
制整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事
業 C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人
材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行
われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介
護予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サー

ビス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事
業 A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通
所リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

どの市町村・保険者においても、
年度が経過してもほぼ共通

市町村・保険者の実情や持ちうる資源、その時代で解決すべき
課題によって変化
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・

医療を要する者が）
尊厳を保持し、その

有する能力に応じ
自立した日常生活
を営むことができる
１）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用

※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実
施を確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護
給付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指
定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

（予算）

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体
制整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居住系サービス（介護給付・介
護予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サー

ビス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

「居宅での生活継続」を目指す分野
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・

医療を要する者が）
尊厳を保持し、その

有する能力に応じ
自立した日常生活
を営むことができる
１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介
護状態等の軽減もしく

は悪化の防止ができ
る２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用

※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実
施を確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護
給付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

B２．介護予防・重度化防止

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

A１．被保険者のQOL

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事
業 C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

介護給付費適正化事業（予算）

自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

C１３．給付適正

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事
業 A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通
所リハ）（再掲）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

「介護予防・重度化防止」を目指す分野
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・

医療を要する者が）
尊厳を保持し、その

有する能力に応じ
自立した日常生活
を営むことができる
１）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用

※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実
施を確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護
給付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

A１．被保険者のQOL

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事
業 C型

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人
材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行
われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

介護予防・生活支援サービス事
業 A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通
所リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

「制度の信頼と持続可能性」を目指す分野
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり
介護・機能訓練・看
護・療養上の管理・

医療を要する者が）
尊厳を保持し、その

有する能力に応じ
自立した日常生活
を営むことができる
１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介
護状態等の軽減もしく

は悪化の防止ができ
る２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事
業 B型・D型 その他生活支援

一般介護予防事業費

A 目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用

※生きがいのある生活など、高齢者の
主観を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実
施を確保するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護
給付費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円
滑な実施を確保するための基本指針よ
り引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律より引
用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指
定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

B 介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

C 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができてい
る４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実施保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

B２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供さ
れている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

B１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

C１２．介護予防・健康づくり

C１０．生活支援

C７．認知症

C９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

C１．介護サービス基盤の整備

C６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体
制整備

A１．被保険者のQOL

C５．権利擁護・虐待防止

C３．住まいの確保

C２．医療・介護連携

C４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

C１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事
業 C型

C８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援
ネットワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

B３．制度の持続可能性自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われ
ている６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われ
ている６）

介護保険制度が信頼
され、持続可能性が
確保されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

C１３．給付適正

C１４．介護人
材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

C１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行
われている６）

C１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事
業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）

介護予防給付費（再掲）

居住系サービス（介護給付・介
護予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費（居住系
サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設
サービス（介護給付・介護予給

付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サー

ビス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給
付・介護予給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認
知症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事
業 A型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス（介
護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通
所リハ）（再掲）

目標の計画記載、実績評価
の実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業費

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

自分の担当業務が全体の中でどこに位置づいているのか、
「A目指す姿」にどうつながるのか、
目的を共有する関連する業務は何があるのか、
把握しながら、事業実施・評価・計画・見直し（＝PDCA）に取り組むことが重要。
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図：W.K.Kellogg Foundation. Logic Model Development Guide, 2003、 Rossi, et al. プログラム評価の理論と方法、をもとに作成

評価の階層性

評価は、目的・目標と事業の整
合性を確認することから始める。
＝ロジックモデルの確認



生活支援体制整備事業の評価 （例）

34

①成果（目的・目標）を達成するために妥当な取組みだったか？（セオリー評価）

③効果はあったか？（インパクト評価）

②計画通りに実行したか？（プロセス評価）

④効果は費用に見合っていたか？（コストパフォーマンス評価）

よくある

アウトカムを明確にした上で状
態を測定する必要がある。

図：地域医療計画評価ネットワーク「評価・改訂マニュアル」の図をもとに作成

https://sites.google.com/view/rhplanet/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=0

軽度要介護
者が自立し
た日常生活
を営むこと
ができる

要介護状態等
となることの
予防または要
介護状態等の
軽減もしくは
悪化の防止が
できる

買い物が困
難な地域で
移動販売が
提供される
機会を増や
す。

最終成果
（最終アウトカム）

中間成果
（中間アウトカム）

活動・結果
（アクティビ
ティ・アウト
プット）

事
業
費

投入
（インプット）

多様な生活
支援ニーズ
に対応する
支援が多様
な主体から
提供されて
いる

初期成果
（初期アウトカム）



成果を測定するモノサシ＝指標

35

アウトカム（成果）測るための物差し

１）アウトカム指標（成果指標）＝O（Outcome）
住民の健康状態や、患者の状態を測る指標

２）プロセス指標（過程指標） ＝P（Process）
実際にサービスを提供する主体の活動や、
他機関との連携体制を測る指標

３）ストラクチャー指標（構造指標）＝S（Structure）
医療サービスを提供する物的資源、人的資源、
および組織体制、外部環境、対象となる母集団を
測る指標

注：定義は、厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体
制について」（医政地発0331第3号 2017年3月31日）



福祉施設から一般就労への移行

○福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加

○就労移行支援事業の利用者の増加

○就労移行支援事業所の就労移行率の増加

施設入所者の地域生活への移行

○地域生活移行者の増加

○施設入所者の削減

入院中の精神障害者の地域生活への移行

○入院後3ヶ月時点の退院率の上昇

○入院後 1年時点の退院率の上昇

○ 在院期間1年以上の長期在院者の退院者数の増加

（都道府県・市町村）
○ 生活介護の利用者数、利用日数
○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数

○ 施設入所支援の利用者数 ※施設入所者の削減

基
本
指
針
の
理
念

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

（都道府県・市町村）
○就労移行支援の利用者、利用日数
○就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移

行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）

（都道府県）
○公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設の利
用者の支援件数
○ 委託訓練事業の受講者数
○ 障害者試行雇用事業の開始者数
○ 職場適応援助者による支援の対象者数

○ 障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数

（成果目標） （活動指標）

障害者の地域生活の支援

○地域生活支援拠点の整備

（都道府県・市町村）
○ 自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数

参考：障害福祉計画における成果目標と活動指標
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4. 介護保険「保険者シート」と介護予防・日常
生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の活用

37



介護保険「保険者シート」とは

 A4版1枚裏表に、介護保険事業に関わる基本
データを収載し、保険者の介護保険事業運用
状況の全体像が簡便に把握できるシート。

 既存の保険者が保有するデータと、公開データ
を利用して毎年作成している。

 平成27年に「大都市における地域包括ケアをつ
くる政策研究会」（座長：新田國夫）において開
発され、首都圏を中心とした自治体から活用が
はじまり、医療・看護・介護の課題分析と、地域
包括ケア政策への提言を行うため、検討と普及
が重ねられた。

 令和元年度からは、収載する指標の見直し、
データの精緻化とデータベース化、活用マニュ
アルの開発、研修プログラムの開発を行い、全
国保険者への普及や、データの一般公開を
行っている。（一部、厚生労働省老人保健健康

増進等事業として実施。）
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※ 詳細は介護保険「保険者シート」ホームページ https://hokenja-sheet.jp/about/



介護保険「保険者シート」の構成（令和２年度版）
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事業成果・介護保険
料

サービス量・資源 事業実施 事業費 地域特性

自立・要支援者の
健康・生活

要介護者の生活

要介護認定率

一般介護予防事業

地域支援事業

決算額
決算額

介護保険料

介護保険料

介護給付サービス

所得状況（保険料段階）

介護給付サービス

医療サービス・資源 介護給付サービス

介護予防・日常生活支援
サービス

自宅死・老人ホーム死

地域属性

人口・高齢化率

要介護認定率
認知症高齢者
総合事業対象者

平均寿命・健康寿命

特徴：A4シートに基本的な情報が網羅的に収載されている
→その地域の状況が大づかみに把握できる！
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介護保険事業に関わ
る基本ロジックモデル

（要介護状態になり介
護・機能訓練・看護・療
養上の管理・医療を要

する者が）尊厳を保持し、
その有する能力に応じ

自立した日常生活を営
むことができる１）

要介護状態等となるこ
との予防または要介護
状態等の軽減もしくは
悪化の防止ができる２）

要介護状態になっても、
可能な限り、居宅にお
いて、継続して日常生
活を営むことができる２）

介護予防・生活支援サービス事業
Ｂ型・Ｄ型 その他生活支援

一般介護予防事業費

Ａ目指す姿
（最終アウトカム）

事業実施
（アクティビティ・アウトプット）

投入資源
（インプット）

１）介護保険法第一条より引用

※生きがいのある生活など、高齢者の主観
を含めた生活の質ととらえる。

２）介護保険法第二条に基づき、介護保険
事業に係る保険給付の円滑な実施を確保
するための基本指針より引用

３）介護保険法第二条に基づき、介護給付
費適正化計画に関する指針引用

４）地域支援事業実施要綱を参考

５）認知症施策推進大綱を参考

６）介護保険事業に係る保険給付の円滑な
実施を確保するための基本指針より引用

７）高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に
対する支援等に関する法律より引用

一般介護予防事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

生活支援体制整備事業

地域密着型サービス事業所指定

在宅医療と介護が一体的に提供されている４）

Ｂ介護保険事業の方向性
（中間アウトカム）

Ｃ 地域のサービス提供体制・支援体制の目標
（初期アウトカム）

住民が介護予防と健康づくりに取り組むことができている４）

地域包括支援センター運営

地域ケア会議

認知症総合支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

多様な生活支援ニーズに対応する支援が多様な主体か
ら提供されている４）

保健事業と介護予防の一体的実
施

保健事業と介護予防の一体的実施

（予算）

Ｂ２．介護予防・重度化防止

高齢者向け住まいが、ニーズに合わせて適切に提供され
ている６）

地域における継続的な支援体制が整備されている６）

認知症の予防と共生に向けた支援体制が整っている５）

Ｂ１．居宅での生活継続

高齢者の権利利益が擁護されている７）

介護に取り組む家族の負担が軽減されている６）

Ｃ１２．介護予防・健康づくり

Ｃ１０．生活支
援

Ｃ７．認知症

Ｃ９．相談支援

相談支援体制が整っている４）

Ｃ１．介護サービス基盤の整備

Ｃ６．災害・新興感染症

家族介護者支援

高齢者虐待防止

災害・感染症対策に関わる体制整備

Ａ１．被保険者のQOL

Ｃ５．権利擁護・虐待防止

Ｃ３．住まいの確保

Ｃ２．医療・介護連携

Ｃ４．家族介護負担

災害・感染症発生時に備えられている６）

総合相談支援

Ｃ１１．社会参加
住民が社会参加できている４）

介護予防・生活支援サービス事業
Ｃ型

Ｃ８．地域ケア会議
多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援ネッ
トワークが構築されている ６）

（予算）

（予算）

（予算）

介護給付費適正化事業（予算）

Ｂ３．制度の持続可能性

自立を阻害せず、効果的・効率的に介護給付が行われて
いる６）

ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行われて
いる６）

介護保険制度が信頼さ
れ、持続可能性が確保
されている３）

介護人材の確保

業務の効率化と質の向上

Ｃ１３．給付適正

Ｃ１４．介護人材

利用者がサービスを選択できている６）

介護サービス情報の公表

Ｃ１５．サービスの選択

PDCAサイクルによって介護保険制度の立案と運用が行
われている６）

Ｃ１６．PDCA
（予算）

（予算）

（予算）

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業

居宅・地域密着・施設サービス
（介護給付・介護予防給付）介護給付費

居宅・地域密着・施設サービス
（介護予防給付）（再掲）介護予防給付費（再掲）

居住系サービス
（介護給付・介護予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防費
（居住系サービス）（再掲）

施設・地域密着型・特定施設サービス
（介護給付・介護予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（施
設・地域密着型・特定施設サービ

ス）（再掲）

認知症対応型サービス（介護給付・
介護予防給付）（再掲）

介護給付・介護予防給付費（認知
症対応型サービス）（再掲）

介護予防・生活支援サービス事業
Ａ型

介護予防・生活支援サービス事業

訪問リハ・通所リハサービス
（介護給付）（再掲）

介護給付費（訪問リハ・通所リハ）
（再掲）

目標の計画記載、実績評価の
実施、評価結果の公表

（予算）

保険者が独自に位置づける

独自施策

任意事業

任意事業

保健福祉事業

22・23・43

24・32・44

30・15・20・
42・18・26・19

36・39・33・41

35・25

24

25

25・44

25・27

26

31

26

32

27

27

27

26

27

26

26

26

35・25

41

25

25

25

41

41

41

41

41

41

41

41

25

25

出典：令和３年度厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護保険制度の実施状況に
係る全体像把握のためのツールを活用した研修プログラムの開発等に関する調査研究
事業」（実施：医療経済研究機構）

保険者シート№

保険者シートは、資源～成果が
網羅的に掲載



１．保険者シートの仕組みとツール
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市区町村・保
険者単位で
データを突合し

格納

国・都道府県
単位のデータ
を格納

・国勢調査・人口動態統計（総務省）
・市区町村生命表の概況（厚生労働省）

・人口動態調査（厚生労働省）
・日本の地域別将来推計人口
（国立社会保障人口問題研究所）
・市町村類型（総務省） ・団体コード（総務省）
・地域包括ケア「見える化」システム（厚生労働省）
・在宅医療にかかる地域別データ集（厚生労働省）
・医療施設（動態）調査（厚生労働省）
・医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）
・認知症サポーター
（全国キャラバンメイト連絡協議会）
・介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事
業）の実施状況（厚生労働省）
・介護保険事業状況報告月報・年報（厚生労働省）

・介護保険料（厚生労働省） 等

公開データ

保険者保有データ

市町村・保険者が毎年Webサイトからデー
タを登録

保険者シートデータベース

• 地域支援事業の実施状況・決算額
• 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護

実態調査 集計結果
• 介護保険料算定時の推計値 など

保険者シートWebサイト（https://hokenja-sheet.jp/）からダウンロード

３８０項目

１２８項目

事務局が毎年４月～９月頃収集

•国・都道府県・保険者・市町村ごとに、毎年作成
（PDF）
•各自治体・保険者の実態把握、経年比較に有効
•会議資料、庁内外への説明資料、介護保険事業計
画掲載資料等にそのまま利用可

保険者シートデータセット

可視化ツール

0001 0002 0003 0101 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0702 0703 0704 0801 0802 0803

市区町村/広域連合・組合名 県名 年度
団体

コード
広域連合名

市町村

類型

地域区

分(級

地)

日常

生活

圏域

数

人口集中地区の

居住者割合
人口総数

65歳以上

人口

75歳以上

人口

85歳以上

人口

第1号被保

険者数

65歳以上

75歳未満

の第1号被

保険者数

75歳以上

85歳未満

の第1号被

保険者数

札幌市 北海道 平成30年 01100 1 7級地 97.271 1,955,457 521,841 249,631 80,042 522,732 271,501 170,405

函館市 北海道 平成30年 01202 2 その他 86.280 258,948 89,577 45,596 14,740 89,494 43,621 30,869

小樽市 北海道 平成30年 01203 Ⅲ－３ その他 86.016 116,529 46,300 24,108 8,018 46,417 21,947 16,183

旭川市 北海道 平成30年 01204 2 その他 11 92.361 337,392 111,051 55,993 17,958 111,058 54,646 38,202

室蘭市 北海道 平成30年 01205 Ⅱ－３ その他 78.661 84,405 31,172 16,447 4,879 31,353 14,621 11,677

釧路市 北海道 平成30年 01206 Ⅳ－３ その他 89.327 170,364 55,807 27,640 8,210 55,923 28,034 19,480

帯広市 北海道 平成30年 01207 Ⅳ－１ その他 89.288 166,889 47,515 23,766 7,402 47,655 23,730 16,369

北見市 北海道 平成30年 01208 Ⅲ－１ その他 66.780 117,806 38,326 19,383 6,333 38,360 18,871 13,099

夕張市 北海道 平成30年 01209 Ⅰ－１ その他 0.000 8,087 4,130 2,464 836 4,150 1,639 1,632

岩見沢市 北海道 平成30年 01210 Ⅱ－１ その他 57.469 81,778 28,518 14,796 4,901 28,579 13,620 9,894

網走市 北海道 平成30年 01211 Ⅰ－１ その他 69.778 35,704 11,089 5,472 1,770 11,188 5,629 3,718

留萌市 北海道 平成30年 01212 Ⅰ－３ その他 77.661 21,310 7,726 4,026 1,224 7,796 3,693 2,832

苫小牧市 北海道 平成30年 01213 Ⅳ－３ その他 7 82.407 171,811 48,603 22,477 6,859 48,755 26,003 15,743

稚内市 北海道 平成30年 01214 Ⅰ－１ その他 81.209 34,249 10,947 5,355 1,511 11,068 5,577 3,896

美唄市 北海道 平成30年 01215 Ⅰ－１ その他 46.290 21,602 8,938 4,854 1,678 8,948 4,040 3,171

芦別市 北海道 平成30年 01216 Ⅰ－１ その他 48.624 13,635 6,232 3,484 1,183 6,281 2,719 2,336

江別市 北海道 平成30年 01217 Ⅲ－３ その他 90.663 118,985 35,519 17,301 5,530 35,754 18,243 11,845

赤平市 北海道 平成30年 01218 Ⅰ－３ その他 0.000 10,186 4,729 2,612 840 4,701 2,062 1,757

紋別市 北海道 平成30年 01219 Ⅰ－１ その他 68.467 22,044 7,829 4,074 1,263 7,841 3,708 2,822

士別市 北海道 平成30年 01220 Ⅰ－１ その他 58.486 18,965 7,441 4,111 1,396 7,586 3,325 2,758

名寄市 北海道 平成30年 01221 Ⅰ－１ その他 64.992 27,582 8,828 4,674 1,568 8,994 4,123 3,189

三笠市 北海道 平成30年 01222 Ⅰ－３ その他 0.000 8,562 3,959 2,357 826 3,988 1,601 1,542

根室市 北海道 平成30年 01223 Ⅰ－１ その他 57.625 25,953 8,659 4,484 1,260 8,680 4,138 3,250

千歳市 北海道 平成30年 01224 Ⅱ－３ その他 83.715 97,061 21,941 10,295 3,024 22,158 11,638 7,368

滝川市 北海道 平成30年 01225 Ⅰ－３ その他 70.334 40,365 13,771 7,117 2,206 13,788 6,605 4,941

砂川市 北海道 平成30年 01226 Ⅰ－３ その他 50.328 17,137 6,466 3,565 1,176 6,440 2,837 2,383

H3
0 R1

R2

•保険者シートデータをExcelファイル１シートに表示
•都道府県単位/年度単位でダウンロードデータを選択可
•目的や関心に合わせて、自由に集計・分析・加工が可能
•統計ソフト等へのインポート可

行：国・都道府県・市町村・保険者 列：保険者シート項目

•地域間比較、時系列比較できるグラフを用意
•都道府県・人口規模・高齢化率で比較地域を
容易に選択。地域の特徴がより明確に。
•グラフはダウンロードし、資料等にそのまま
利用可

比較ツール

「見える化」システムからのデータを取り
込むことで１２８項目→最少７９項目に

令和３年度版保険者シート：５０８項目

•国・都道府県・保険者・市町村のデータを
比較

•自地域の保険者シートデータ（全体像）の
高・低が一見して判断できる



介護保険「保険者シート」で何ができるのか
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介護保険事業が複雑化し（総合事業、医療介護連携、
生活支援等）、一人の担当者が担う業務が細分化さ
れている

自治体の課題 保険者シートを使うことで

介護保険事業全体のポイントをつかみ、説明することができる

健康づくりや地域づくり、地域福祉、地域共生、住宅
施策、医療施策など、様々な隣接分野があり、連携し
た取組が必要

部署間連携の題材として、目的を共有するとともに、相互の理
解を深め、より効果的・効率的な事業運営を行うきっかけとでき
る

介護保険事業のPDCAサイクル、適正な評価の実施

PDCAサイクルに必要な数字を集めることができる
介護保険事業全体の構造（ロジックモデル）を理解し、適切な
指標を考えることができる
介護保険事業のポイントとなる項目を時系列比較することによ
り、事業実施の効果を把握することができる

今後、地域の高齢化、人口減少等を踏まえた取組の
方向性が不明

各地域において不足している取組や、地域の実情に応じて今
後必要な取組を把握することができる

介護保険の目的や、各事業が何のために実施してい
るのか、事業間の関連がわからない。

介護保険事業全体の構造（ロジックモデル）を理解し、自分の
事業の位置づけ等を知ることができる

市町村ごとの特性を踏まえた事業の実施 地域間比較により、自らの市町村の特性・課題を理解できる



地域包括ケア「見える化」システムと保険者シートシステム
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保険者シートシステム 地域包括ケア「見える化」システム

データ

内容

・A4 1枚表裏で介護保険における基本的な成果、事業実

施、資源・予算が網羅的に掲載

・ユーザーの選択が不要

・市町村（保険者）単位のデータ

・自治体の地域分析に必要なデータ等を収載

・ユーザーが関心に合わせて選択できる

・日常生活圏域や２次医療圏のデータも

機能・

ツール

①公開データが入った保険者シートをダウンロード可

②比較ツール（いくつかの自治体を選択して比較）

③可視化ツール（全国の自治体と比較可能）

※すべてのデータセットのダウンロードも可能

①現状分析（比較したい自治体と項目を選択）

※高齢化率、認定率等に基づき、自治体を選択可

②取組事例

③（自治体向け）計画の実行管理機能、給付等推計機能

分析

（解釈）

・研修等により、ロジックモデルと組み合わせて、成果と事
業実施を関連付けて解釈・分析
※今年度事業にて、分析ツールの開発も

・給付データに加えて、ニーズ調査や在宅介護実態調査、

医療、事業実施、決算額も踏まえて解釈・分析できる

・データと要因の把握についてマニュアル等が配布

※介護保険事業（支援）計画策定のための地域包括ケア

「見える化」システム等を活用した地域分析の手引き

（平成29年６月30日厚生労働省老健局介護保険計画

課）

公開
・データ提供した市町村が同意しない場合を除き、

すべて公開
・原則公開だが、ニーズ調査等は限定

使い方
（イメージ）

② 多様な項目から詳細に確認・分析
項目によっては日常生活圏域等単位で確認

① まず市町村の介護保険事業全体を見ていただく
（比較ツール）

③ 研修等も活用したアウトカムを踏まえた分析も
（可視化ツール等）



８期計画の実績把握と分析、評価

地域ケア会議を活用した地域課題の

把握、社会資源の活用

地域医療構想の実現（病床の機能の分化及び連
携）に伴い生じる介護ニーズ対応

第９期介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールイメージ

介護サービスの

給付状況の把握

介護保険事業計画策定

将来推計人口

認定率の伸び

利用率の伸び

介護サービス利用意向調査

介護サービス提供能力調査

事業者参入意向調査

自然体推計

計画策定のための調査手法

市町村計画作成委員会において検討

基
礎
調
査

地
域
ケ
ア
会
議

地
域
間
比
較

関
係
者
と
の
議
論
を

踏
ま
え
た
計
画
の
策
定

サービス提供体制を検討するための

各種実態調査の実施

どのような保険料水
準でどのようなサービ
ス水準を目指すのか
の判断と合意形成、

認識の共有

将来推計（素案）

地域ケア会議 反映

自然体推計の算出

他地域や全国の給付状況、

サービスのバランス等との比較
反映

現状分析
機能

将来推計
機能

施

策

反

映

在宅生活改善調査、居所変更実態調査、

介護人材実態調査、要介護認定データ分析

反映地域支援事業等の利用実績 反映
都道府県や市町村の医療・介護担当者等の

関係者による協議の場

反映

R４.７.２９

反映

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

在宅介護実態調査

集計・分析
ツール

特養入所待機者の解消に向けた対応

特別養護老人ホーム入所申込者の状況反映

「見える化」
システム

調査結果等
の施策反映
例の提示

計画の手引き

《作成プロセス》 《支援ツール》

厚生労働省資料
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計画策定に向けた各種調査①

調査名 目的 対象 質問項目

介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査

・高齢者のリスクや社会参加状況を把握
することで、地域診断に活用し、地域
の抱える課題を特定

・介護予防・日常生活支援総合事業の評
価に活用

・一般高齢者、総合事業対象者、
要支援者（要介護者以外）

・「虚弱」高齢者の把握
（運動器、低栄養、口腔機能、
閉じこもり、認知機能等）

・地域づくりへの意向
等

在宅介護実態調査 ・「高齢者等の適切な在宅生活の継続」
と「家族等介護者の就労継続」の実現
に向けた介護サービスの在り方を検討

・主に在宅で要支援者・要介護者
・その家族

・世帯類型
・家族等による介護の状況、主な
介護者の状況、利用する支援等、
必要な支援等、施設の検討状況

・主な介護者の就労状況

在宅生活改善調査 ・「生活の維持が難しくなっている利用
者」の実態を把握し、地域に不足する
介護サービス等を検討

・ケアマネジャー
（居宅介護支援、小多機、

看多機）

・生活の維持が難しい利用者につ
いて、理由や状況を改善する
サービス、施設入所できない理
由 等

居所変更実態調査 ・過去１年間の新規入居・退去やその理
由等を把握し、住み慣れた住まい等で
暮らし続けるために必要な機能等を検
討

・介護施設等
（サ高住 ・住宅型有料含む）

・過去１年間の入居者・退去者に
ついて、入居前・退去後の居場
所や、その理由 等

介護人材実態調査 ・介護人材について、詳細な実態を把握
し、介護人材の確保に向けて必要な取
組等を検討

・介護事業所、介護施設等
（サ高住 ・住宅型有料含む）

・過去１年間の採用・離職者数
・資格、雇用形態、性別、年齢、
勤務時間、勤務年数、直前の職
場 等

要介護認定データを用い
た地域分析ツール

・要介護認定データを活用し、地域ごと
の要介護者の状態像等の比較を行う

・要介護認定データ

【出典】第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年
８月３日厚生労働省老健局介護保険計画課）資料をもとに作成

必

必

任

任

任

任
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計画策定に向けた各種調査②

一般高齢者

・自治体は身体等の状況
を把握していない

・通いの場等の介護予防
多様な生活支援ニーズ

要支援者

・認定データに身体等の
状況あり

・ADLは自立しており、
多様な生活支援・介護
ニーズ

要介護者

・認定データに身体等の
状況あり

・支援は、介護中心

総合事業対象者

・基本チェックリストに
よる把握

・ADLは自立しており、
多様な生活支援ニーズ

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

・「虚弱」高齢者の把握 ・地域づくりへの意向 等

在宅介護実態調査

・介護等の状況、必要な支援 ・主な介護者の状況 等

在宅生活改善調査・居所変更実態調査

・生活の維持が難しい理由・必要な支援
・１年間の入居者・退去者 等

【出典】第９期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和４年
８月３日厚生労働省老健局介護保険計画課）資料をもとに作成

介護人材実態調査

・１年間の採用・離職者数 ・職員の状況 等

要介護認定データを用いた地域分析ツール
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の具体的な内容（抜粋）

【出典】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施の手引き（令和４年８月厚生労働省老健局介
護保険計画課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課）をもとに作成

運動器の機能低下を問う設問。
3 問以上、該当する場合は、
運動器機能の低下している高
齢者。
運動器の機能が低下してい
る高齢者の地域分布を把握す
ることで、事業の対象者・対
象地域・実施内容の検討の際
に活用することが可能。

閉じこもり傾向を問う設問。
（６）に該当する場合は、閉
じこもり傾向のある高齢者。
閉じこもり傾向のある高齢者
の地域分布を把握することで、
事業の対象者・対象地域・実
施内容の検討の際に活用する
ことが可能。

外出を控えている場合の原因
を問う設問。
原因を把握することで、地域
課題の把握が可能。

外出の際の移動手段を問う設問。
移動手段の実態を把握すること
で、地域課題の把握が可能。

社会参加活動や就業状況を問
う設問。
⑤の赤字部分には、調査対象
者が回答しやすいよう、各
市町村が使っている名称を入
れて調査する。

地域づくりへの参加意向を問
う設問。
地域づくりに「参加者とし
て」「企画・運営（お世話役
として）」の両方の立場にお
ける参加の意向を把握するこ
とが可能。

設問の意図 設問の意図

主観的健康感を問う設問。
高齢者の主観的健康感を把握
し、地域の健康度のアウト
カム指標として活用すること
が可能。

主観的幸福感を問う設問。う
つ傾向との関係性も想定され
る、高齢者の主観的幸福感を
把握することで、地域の健康
度のアウトカム指標として活
用することが可能。
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査をどう使うのか（イメージ）①

① 地域特性を踏まえた事業の実施

（例）

・全国や都道府県平均と比較して、運動器の機能低下の割合が高く、かつ、外出手段が乏しい

→ 通いの場の充実とともに、移動支援の方策を検討しよう！

・自治体の日常生活圏域別に比較して、社会参加者の割合が低く、リスク者割合が高い圏域がある

→ 社会参加の重要性についてリーフレットを用意し、他の部署にも協力してもらい地域の様々な集まり
で取り上げよう！

※具体的な事業は、地域ケア会議や地域の関係者との話し合い等を踏まえて、検討。

② 事業の評価

③ 個別の「虚弱」高齢者を把握し、支援につなげる

（生駒市の例）

・認定申請をしていない75歳以上全員に送付し、未返送者には個別訪問

→Bリストには、一般介護予防事業等の案内通知
Aリストには、介護予防・生活支援サービス事業を積極的に利用勧奨

【出典】生駒市の例については、厚生労働省第160回市町村セミナー（令和４年６月24日）
資料より作成（https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000954072.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000954072.pdf
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別記１ 総合事業
（２） 一般介護予防事業
ア 総則（ア）目的

一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、
民間サービスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況
等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人
と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大してい
くような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテー
ションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取
組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活でき
る地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として
実施する。（略）

別記３ 包括的支援事業（社会保障充実分）
２ 生活支援体制整備事業（法第115条の45第２項第５号）

（１）目的
単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医

療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である市
町村が 中心となって、ＮＰＯ法人、民間企業、協同組合、ボラン
ティア、社会 福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス
事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、
民生委員等の生活 支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多
様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進
を一体的に図って行くことを目的とする。

＜参考＞介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン（平成 27 年６月
５日老発 0605 第５号厚生労働省老健局長通知）

第１ 総合事業の実施に関する総則的な事項
１ 事業の目的・考え方 （２） 背景・基本的考え方
ロ 高齢者の社会参加と地域における支え合いの体制づくり
（略）

○このような高齢者の地域の社会的な活動への参加は、活動を行う高
齢者自身の生きがいにつながり、また、介護予防や閉じこもり防止
ともなることから、市町村に おいても積極的な取組を推進するこ

とが重要である。

別添４ 総合事業の事業評価
１ 総合事業

総合事業の実施に当たっては、ボランティア活動と有機的な連携を図る等、
地域の人材を活用していくことが重要である。６０歳代、７０歳代を始めと
した高齢者の多くは、要介護状態や要支援状態に至っていないことから、こ
うした高齢者が地域で社会参加できる機会を増やしていくことが、高齢者の
介護予防にもつながることとなる。併せて、できる限り多くの高齢者が、地
域で支援を必要とする高齢者の支え手となっていくことで、より良い地域づ
くりにつながることとなる。
このため、地域づくりの視点から、事業全体を評価した上で、要支援者等

に対する介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業について事
業評価を行うこととする。（略）

＜アウトカム指標＞
以下の定量的指標を用いて総合事業による効果の評価を行う。

指標 評価方法

①65歳以上新規認定申
請者数及び割合
（略）

（略）時系列評価、地域間や他市町村との比較を行うことで、住民
主体の介護予防活動の推進状況と、生活支援の充実状況の評価に活
用する。（略）

②65歳以上新規認定者
数及び割合（略）

（略）時系列評価、地域間や他市町村との比較を行うことで、住民
主体の介護予防活動の取組状況と、生活支援の充実状況の評価に活
用する。（略）

③65歳以上要支援・要
介護認定率（略）

（略）時系列評価、地域間や他市町村との比較を行うことで、住民
主体の介護予防活動の取組状況と、生活支援の充実状況の評価に活
用する。（略）

④日常生活圏域ニーズ
調査等による健康に
関連する指標の状況

（略）時系列評価、地域間や他市町村との比較を行うことで、住民
主体の介護予防活動の取組状況と、生活支援の充実状況の評価に活
用する。
健康関連指標の例：主観的健康観、社会参加の状況、運動機能、口
腔機能、栄養状態、認知機能、閉じこもり、うつ等

⑤健康寿命延伸の実現
状況

介護予防を含む介護保険事業全体を運営する上での目標である、健
康寿命延伸の実現状況の評価に活用する。（略）
指標の例：
・要介護２以上の年齢調整後認定率、その変化率 （略）

⑥ 住民の幸福感の向上 住民が生きがいのある自分らしい人生を送るという介護予防の目的
の達成状況を評価する観点から、住民の幸福感の評価に活用する。
（略）
指標の例：
・住民の幸福感の変化率（日常生活圏域ニーズ調査に調査項目あり）

⑦ 介護予防・日常生活
支援総合事業の費用
額

（略）総合事業の費用総額の伸び率と、後期高齢者の伸び率との
関係等について、時系列評価や他市町村等と比較することで、事業
の効率性の評価に活用する。

⑧ 予防給付と介護予
防・日常生活支援総
合 事業の費用総額

（略）予防給付と（略）総合事業の費用総額の伸び率と、後期高齢
者の伸び率との関係等について、時系列評価や他市町村等と比較す
ることで、事業の効率性の評価に活用する。

●地域支援事業実施要綱（平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査をどう使うのか（イメージ）②

計画策定にあたって、事業をどのように評価するか。

・事業費
・生活支援コーディ
ネーターの数

・通いの場への
支援の回数

・ボランティア
団体数

・高齢者の社会
参加割合

そもそもこれらの事業の趣旨は何だったか。

被保険者のQOL

・健康寿命
・主観的健康観・幸福感

投入資源
（インプット）

事業実施
（アウトプット）

初期
アウトカム

中間
アウトカム

最終
アウトカム

部分は、普段の業務では把握することが難しい。

ニーズ調査等を行い、その結果を評価や次期計画策定に活かしていく。

（前期より改善したか悪化したか、全国や都道府県の平均と比較して高いか低いか等）

住民主体の
通いの場へ
の支援

生活支援
体制整備
事業

・事業費

・協議体の開催回数
・相談件数
・生活支援の担い
手研修の実績

・通いの場の数
参加率 介護予防

・高齢者のリス
ク者割合

居宅生活の継続

・在宅生活に不安
がない者の割合
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Ⅰ 在宅介護実態調査とは？

（１） 介護保険事業計画の作成に向けた議論の材料を提供する調査

〇 在宅介護実態調査においては、「要介護者の在宅生活の継続」と「介護者の就労の継続」の２つの基本的な視点に基づき、下図のような

「取組の成果を測るための指標（参照指標）」が設定されています。

〇 そして、在宅介護実態調査の結果は、その参照指標を改善するための「サービス提供体制の構築方針」を検討するために活用することが主

要な目的の１つに位置付けられています。

要介護者の
在宅生活の
継続

基本的な
視点

介護者の
就労の継続

■ 施設等の検討について、「入所・入居は検討していない」
の割合を高める 【Ａ票-問10_施設等の検討状況】

■特に、在宅生活の継続に向けてポイントとなる介護について、
「主な介護者が不安に感じる」割合を下げる
【Ｂ票-問５_介護者が不安に感じる介護】

取組の成果を測るための指標
【在宅介護実態調査の設問より】

■今後も仕事と介護の両立を「問題なく、続けていける」
の割合を高める
【Ｂ票-問４_介護者の就労継続の可否に係る意識】

指標の改善に

効果のある

介護保険

サービスの利用

パターンは？

サービス利用との分析と
提供体制の構築方針の検討

関係者間
での議論

＋

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
構
築
方
針

＜基本的な視点を踏まえた方針の検討のイメージ＞

第９期介護保険事業計画作成に向
けた各種調査等に関する説明会

（令和４年８月３日）資料４抜粋
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Ⅲ 集計・分析結果をどのように読み解くか？

■ 在宅介護実態調査を活用する「５つの検討テーマ」

基本的な視点 検討テーマ 集計・分析の狙い

要介護者の在宅

生活の継続

１ 在宅限界点の向上のための

支援・サービスの提供体制の検討

〇 主に「A票-問10_施設等の検討状況」の「入所・入居は検討していな

い」の割合と、「B票-問5_介護者が不安になる介護」を指標としながら、

サービス利用のパターンとの関係を分析し、在宅限界点の向上を図るため

に必要となる取組について検討します。

介護者の就労継続 ２ 仕事と介護の両立に向けた

支援・サービスの提供体制の検討

〇 主に「B票-問１_介護者の就労状況」と「B票-問4_介護者の就労継続の

可否に係る意識」を指標としながら、介護状況やサービス利用のパターン

との関係を分析し、介護者の就労継続のために必要となる取組について検

討します。

検討テーマ 集計・分析の狙い

３ 保険外の支援・サービスを中心とした

地域資源の整備の検討

〇 主に「A票-問9_今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス」

について、世帯類型別・要介護度別のニーズを集計・分析し、整備が必要

となる地域資源を検討します。

４ 将来の世帯類型の変化に応じた

支援・サービスの提供体制の検討

〇 主に「A票-問1_世帯類型」について、世帯類型別のサービス利用のパ

ターンを集計・分析し、将来の世帯類型の変化に応じた支援・サービスの

提供体制について検討します。

５ 医療ニーズの高い在宅療養者を支える

支援・サービスの提供体制の検討

〇 主に「A票-問12_訪問診療の利用の有無」について、訪問診療の利用の

有無別のサービス利用のパターンを集計・分析し、医療ニーズのある在宅

療養者を支えるための支援・サービスの提供体制について検討します。

【要介護者の在宅生活の継続／介護者の就労継続】

【支援・サービスの提供体制の検討】

次頁以降で集計
分析結果を例示

第９期介護保険事業計画作成に向
けた各種調査等に関する説明会
（令和４年８月３日）資料４抜粋
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（１） 「認知症状への対応」、「（夜間の）排泄」に焦点を当てた対応策の検討

 介護者不安の側面からみた場合の、在宅限界点に影響を与える要素としては、「認知症状への対応」と「夜間の排泄」の２つが

得られました。

 したがって、在宅限界点の向上を図るためには、介護者の「認知症状への対応」と「夜間の排泄」に係る介護不安を如何に軽減

していくかが、の重要なポイントと考えられます。

 しかしながら、調査分析結果からは、そのような傾向があることは読み取れますが、「何故、そのような傾向がみられるのか」という

理由についてはわかりません。具体的な取組に向けては、専門職を含む地域の関係者間で議論をし、その理由等について考察

しながら、共通の認識を醸成していくことが重要です。

◆ 「集計結果の傾向」に基づく「考察」の一例

（２） 多頻度の訪問を含む、複数の支援・サービスを組み合わせたサービス提供

 訪問系サービスを頻回に利用しているケースでは、「認知症状への対応」や「夜間の排泄」に係る介護者不安が軽減されるととも

に、「施設等検討割合」が低下、「就労の継続が困難な割合」が低下する傾向がみられました。

 このような多頻度の訪問系サービスの提供を実現するためには、例えば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を促進し

ていくことなどが一案として考えられます。

 なお、このような場合、単純にサービスの整備を推進するのみでなく、サービス提供による効果が十分に得られるよう、例えば「認

知症状への対応」や「夜間の排泄」に係る介護者不安の軽減のために、これらの地域密着型サービスの提供を通じて、各専門

職が果たすべき役割について、関係者間での意見交換を行っていくことなどが重要であるといえます。

第９期介護保険事業計画作成に向
けた各種調査等に関する説明会
（令和４年８月３日）資料４抜粋
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１．在宅生活の維持が難しく
なっている人の生活改善の
ために、必要な機能を持つ
支援・サービス等は何か？

（３） 要介護者の地域別の実態は？

（２） 在宅生活の維持が難しくなっている
人に必要な、支援・サービスは何か？

２．住み慣れた住まいでの
生活の維持のために、施設・
居住系サービスに必要な
機能は何か？

（１） 地域内の居所移動の実態は？

（２） 施設・居住系サービスに求められる
機能は何か？

住み慣れた地域・住まいでの要
介護者の生活を支えていくために、
必要な人材が確保できている

（２） 訪問介護のサービス提供内容に、
見直しの余地はないか？

（１） 地域内の介護人材の実態と、主要
な問題・課題は何か？

高齢者が重度な要
介護状態になっても、
住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを
最後まで続けること
ができている

要介護者が、住み慣れた地域・住
まいで、暮らし続けることができて
いる

家族等介護者が、今後も就労を
継続していくことについて、安心
感を持つことができている

大目標 中目標と参照指標

３．家族等介護者が、就労を
継続していくために、必要な
機能を持つ支援・サービス等
は何か？

議論を通じて
方針を明確化すべき検討事項は？

把握すべき地域の実態は？

（１） 在宅生活の維持が難しくなっている
人の実態は？

４．介護人材の確保に向けて、
重点的に取り組まなければ
ならない事項は何か？

（
ビ
ジ
ョ
ン
を
達
成
す
る
た
め
の
）

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
構
築
方
針
は
？

→
 

自
然
体
推
計
の
修
正
（
施
策
反
映
）

（１） 家族等介護者の就労の実態は？

（２） 家族等介護者が、就労を継続して
いくために必要な、支援・サービス
は何か？

【在宅】

【施設・居住系】

【家族等介護者】

【介護人材】

・ 今後も仕事と介護の両立を「問題なく、
続けていける」の割合を高める

【在宅介護実態調査】

新しい調査

・ 施設等の「入所・入居は検討していな
い」の割合を高める

・ 在宅生活の継続に向けてポイント
となる介護について、「主な介護者
が不安に感じる」割合を下げる

・ 「過去１年間に、居所を変更した人」の
割合を下げる

【在宅介護実態調査】

【在宅生活改善調査】
【居所変更実態調査】

新しい
ツール

既存
調査

在宅介護
実態調査

認定データ
地域分析
ツール

介護人材
実態調査

居所変更
実態調査

在宅生活
改善調査

★

【本人の生活の継続性の確保】

【家族等介護者の就労継続】

【介護人材の確保】

地域が目指すビジョンは？

【在宅生活改善調査】
・ 「現在のサービス利用では、生活の維持
が難しい人」の割合を下げる

★ ★

★ ★

★

★ ★

★

★

★

★

検討は、地域が
目指すビジョン
から出発

検討事項の語尾は 『？』
とすることで、議論を通じて答えを
出すべきものであることを強調

検討事項の 『？』に対し、
計画作成委員会等としての、
方針を明確化し、自然体
推計を修正（施策反映）

情報収集の方法は、
アンケート調査・
インタビュー調査等

地域特性に応じて選択

「量」と「機能」の両面
から検討できるような文言に目標の語尾は

『~できている』など、
「地域が目指す望まし
い状態」を記載

STEP

４

STEP

１
STEP

２
STEP

３

地域の実情に応じて、
「知りたいこと」を選択

Ⅱ 地域ごとに設定する「ビジョン、参照指標、検討事項」の例は？

（１） 手引きで想定した、計画作成プロセス・構造の全体像（例）

○ 以下の計画作成プロセス・構造の全体像でお示ししている例は、主に給付サービスを対象としたものになっています。ただし、計画作成プロ

セスそのものは、給付サービスの検討に限らず、その他のより多様な検討（地域支援事業など）のために用いることが可能です。

手引き
P.19
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地域が目指す 

ビジョン（中目標） 

参照指標 

対象 具体的な指標 調査の種類 

本人の生活の 

継続性の確保 

在宅 

 

・施設等の検討について「入所・入居

は検討していない」の割合を高める 

在宅介護実態調査 

（Ａ票-問 10） 

・在宅生活の継続に向けてポイントと

なる介護について、「主な介護者が

不安に感じる」割合を下げる 

在宅介護実態調査 

（Ｂ票-問 5） 

・「現在のサービス利用では、生活の

維持が難しい人」の割合を下げる 

在宅生活改善調査 

（事業者票と利用者票） 

在宅＋ 

施設・居住系 

・「過去１年間に、居所を変更した人」

の割合を下げる 

居所変更実態調査 

（問 2-3）と問 9） 

家族等介護者の 

就労継続 

在宅 ・今後も仕事と介護の両立を「問題な

く、続けていける」の割合を高める 

在宅介護実態調査 

（Ｂ票-問 4） 

 

〇 地域が目指すビジョンは、各地域ごとに検討することが必要ですが、手引きでは、地域が目指すビジョンとその参照指標等が「本人の

生活の継続性の確保」と「家族等介護者の就労継続」の２つの面から例示されています。

〇 例示された調査は、いずれも「参照指標を改善するために効果的な、支援・サービスは何か？」を分析することで、

地域が目指すビジョンの達成に向けた「サービス提供体制の構築方針」を検討し、自然体推計で計算された見込み量の修正（施策反映）を

行うことが、目的の１つとなっています。

〇 なお、ここで設定した参照指標は、継続的にその変化をモニタリングし、次期計画に向けた改善につなげていくことなどが期待されます。

Ⅱ 地域ごとに設定する「ビジョン、参照指標、検討事項」の例は？

（２） 「地域が目指すビジョン」と「参照指標」の例は？

手引き
P.10
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成果を測定するモノサシ＝指標の例

軽度要介護
者が自立し
た日常生活
を営むこと
ができる

要介護状態等
となることの
予防または要
介護状態等の
軽減もしくは
悪化の防止が
できる

買い物が困
難な地域で
移動販売が

提供される
機会を増や
す。

最終成果
（最終アウトカム）

中間成果
（中間アウトカム）

活動・結果
（アクティビ
ティ・アウト
プット）

事
業
費

投入
（インプット）

・主観的幸福感
・主観的健康観

・運動機能低下リスク
者の割合
・転倒リスク者の割合

・移動販売の提供箇
所数、頻度
・利用した高齢者数

・●●円

アウトカムを明確にした上で、その状態を把
握・測定するために適切な指標を設定する。

多様な生活
支援ニーズ
に対応する
支援が多様
な主体から
提供されて
いる

初期成果
（初期アウトカム）

・自分で食品・日用品の
買物をしている人の割合
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